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鱒

言

　

昭

和

七

年

　

五

月

一

円

蛮

行

京
都
府
綴
喜
都
田
蓮
町

冊
一
握
㌦
河
出
径
亜
大
陸

京

都

府

綴

喜

都

田

邁

町

役

場

隠
避
町
長
　
吉
　
山
　
虎
　
三

花
の
香
匂
ふ
麗
春
、
行
楽
の
春
、
襲
蕾
の
多
忙
は
日
吉

と
い
ぶ
こ
と
に
な
す
ま
し
て
、
候
補
地
と
見
徹
さ
れ
た
町
村
博

一
暦
熱
烈
な
あ
要
望
を
父
渉
化
さ
れ
た
の
で
御
産
め
ま
す
。

本
町
も
分
に
洩
れ
ず
ー
宅
の
交
渉
を
鴛
す
べ
き
候
補
地
で
あ
り
ま

梱

岨

岬

　

　

魯

　

　

晴

帖

旧

博

旧

服

隙

間

因
に
現
今
は
測
量
中
で
あ
り
ま
す
る
篤
、
左
程
の
人
件
を
必
要

と
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ぬ
が
、
愈
測
量
も
す
み
工
薯
に
親
手
さ
れ

る
時
は
、
一
時
に
賑
敷
き
傭
人
の
政
審
を
見
る
蕾
と
恩
ひ
ま
す

二
、
小
撃
校
舎
増
築
に
兢
て

本
町
戸
数
と
小
聾
校
の
鬼
童
薮
は
正
比
例
し
、
逐
年
其
の
数
が

激
増
し
て
ま
ゐ
り
ま
し
て
、
現
在
の
撃
級
数
は
賓
に
十
四
撃
級

を
以
て
匝
分
さ
れ
、
騎
乗
益
々
掌
紋
増
加
が
必
要
と
せ
ら
れ
る

に
な
っ
て
ま
ゐ
り
ま
し
た

各
位
は
益
々
御
清
廉
は
且
つ
そ
れ
)
′
ぐ
業
務
に
専
念
あ
を
苺
は

衷
心
よ
り
御
璧
臓
に
堪
え
ま
せ
ぬ
。

倍
で
皆
様
に
、
二
三
の
爵
項
を
燭
知
努
々
御
報
告
申
上
げ
慶
い

掌
が
御
座
ゐ
ま
す
。

其
の
一
一
つ
は
、
本
年
度
の
練
成
壊
算
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
雷

が
し
、
之
は
換
算
説
明
の
慶
で
私
の
意
見
を
陳
逃
さ
せ
て
お
さ
ま

魔
が
條
件
と
し
て
内
務
省
は
「
候
補
町
村
の
何
れ
に
も
せ
よ
長

日
月
の
両
も
木
工
費
を
以
て
す
る
こ
の
エ
尊
敬
設
置
後
の
町
村

の
利
潤
す
る
慶
妙
か
ら
す
、
篤
に
今
多
少
の
犠
牲
を
排
わ
れ
た

し
な
の
で
、
鼓
で
は
各
署
致
し
ま
し
て
、
木
津
川
改
修
事
務
所

設
置
に
関
す
る
前
後
の
賓
情
と
、
営
町
小
撃
校
合
増
築
に
関
す

る
雷
項
の
大
様
を
論
述
致
し
ま
す
か
ら
御
熟
読
下
さ
い

一
、
木
津
川
改
修
苺
務
所
設
置
に
就
て

精
茶
を
思
考
し
ま
し
て
御
同
慶
に
増
へ
ま
せ
ぬ
。

然
し
て
尊
務
所
は
馨
隔
離
病
舎
魅
を
此
れ
に
充
て
、
其
の
敷
地

料
は
内
務
省
よ
り
支
鞠
わ
れ
、
町
道
顕
張
の
演
壇
讃
岐
並
に
工

事
費
の
一
部
を
合
し
て
武
千
七
八
百
回
を
要
し
ま
す
の
で
、
此

し
」
と
の
こ
と
に
て
ヤ
爾
来
再
三
再
四
議
員
各
位
と
熟
議
を
こ

ら
し
、
且
つ
一
方
内
務
常
局
と
も
議
を
重
ね
ま
し
た
結
果
、
寧

務
厨
町
通
す
る
道
路
を
提
供
す
る
零
を
昨
年
八
月
町
会
で
議
決

ざ
れ
綿
々
本
町
は
決
定
を
見
た
様
の
次
第
で
あ
り
ま
す
。

か
る
が
故
に
て
種
々
の
協
議
が
功
を
奏
し
ま
し
た
聾
は
、
/
本
町

有
様
に
立
ち
至
っ
て
お
り
ま
す
。

比
の
状
態
を
見
て
御
承
知
の
教
室
ほ
て
は
、
其
の
政
客
難
は
近

雪
目
の
増
築
要
望
と
売
っ
て
く
る
苺
は
明
な
苺
聾
で
あ
り
ま
す

現
在
に
徹
し
ま
し
て
も
、
鬼
童
を
し
て
教
養
上
に
多
大
の
不
便

を
故
で
な
し
猛
り
、
名
の
み
の
唱
歌
室
手
工
室
や
、
講
堂
の
如

き
も
其
の
狭
陸
を
常
々
痛
感
し
て
お
り
ま
す
が
如
く
、
な
ん
と

か
し
て
増
築
を
成
し
、
数
多
の
児
童
に
定
日
直
な
韓
国
を
輿
へ

た
い
と
、
関
係
者
並
に
撃
校
営
局
も
こ
れ
に
腐
心
を
致
し
て
お

っ
た
の
で
御
座
あ
ま
す
る
が
、
先
立
つ
も
の
は
財
政
で
あ
り
ま

す
P
現
今
の
経
済
界
と
い
¥
町
自
髄
の
財
政
上
、
以
上
の
増

税
は
忍
び
な
い
轟
竃
に
年
苑
の
縮
婆
も
叶
ぶ
る
雷
が
出
来
な
か

っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
さ
れ
ば
と
て
之
を
此
儀
に
看
過
は
許

さ
れ
ず
、
宰
ひ
に
し
て
、
本
年
は
組
合
病
院
の
負
債
償
還
も
売
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案
し
、
其
の
支
離
財
源
を
前
適
の
町
基
本
財
産
額
庚
金
蔵
五
七

千
回
と
撃
苺
に
千
国
を
保
有
し
て
お
り
ま
す
の
を
全
部
費
潤
し

て
、
猶
不
足
す
る
雷
萬
武
千
国
は
避
信
省
よ
り
簡
易
保
険
積
立

金
を
借
入
れ
之
に
充
て
、
償
還
方
法
を
ば
、
前
者
は
昭
和
八
年

度
よ
り
向
ふ
拾
瓦
ケ
年
間
に
年
々
五
百
九
拾
園
宛
都
営
積
戻
し

墾
露
盤
雑
彊
彊
弊
轟
彊
墨
彊
露
雑
観

早
速
本
年
度
に
右
壊
算
を
計
上
致
し
ま
し
て
借
入
の
起
債
手
渡
一
割
は
前
年
同
様
一
戸
営
拾
六
回
武
拾
銭
に
正
妻
り
、

右
の
様
な
事
晴
を
経
て
校
舎
は
買
得
出
来
、
責
牧
も
終
り
ま
し

て
、
整
理
に
係
り
、
去
る
十
四
日
地
鎮
祭
を
碁
行
致
し
ま
し
た

今
一
ケ
月
飴
も
致
し
ま
す
れ
ぼ
、
毅
然
と
し
て
そ
ぴ
ゆ
る
新
校

舎
が
郊
外
新
田
選
の
新
蝋
地
を
意
気
深
く
物
語
る
寧
で
し
ょ
う

再
度
下
見
を
了
へ
て
契
約
が
出
死
ね
爽
第
で
御
座
居
ま
す
。
一
　
昭
和
七
年
度

の
範
囲
を
超
過
せ
ず
、
壊
期
以
上
の
有
利
な
獲
物
と
思
ひ
ま
し

た
か
ら
、
蟄
務
委
員
倉
並
に
町
禽
議
員
諸
氏
に
御
茸
努
を
煩
し

賓
握
の
増
加
阻
止
を
第
一
義
γ
」
す
∴

青
山
町
長
の
醸
算
編
成
談

財
界
依
然
と
し
て
不
況
を
績
げ
で
お
る
此
際
、
本
年
度
の
譲

二
、
合
議
費
　
金
八
拾
四
囲
は

年
に
約
六
回
の
合
議
を
開
き
ま
す
時
の
町
禽
議
員
へ
の

費
用
灘
償
と
、
其
の
合
議
に
要
す
る
書
記
給
料
及
鉛
筆

諮
用
紙
代

三
、
役
場
費
　
金
六
千
四
百
五
拾
園
は

今
左
に
編
成
換
算
の
概
要
を
説
明
致
し
ま
す
。

内
∵
　
　
講

金
六
百
式
拾
八
回
は
　
(
報
酬
)

町
長
報
酬
参
百
回
と
庭
長
、
代
理
者
報
酬
武
官
武
拾
囲

及
聾
務
委
員
、
襲
工
商
統
計
調
査
貴
の
報
酬
百
八
回

金
蓼
千
百
五
拾
六
回
は
　
(
給
料
)

有
給
助
役
、
収
入
役
、
代
理
攻
入
役
、
並
に
書
記
四
名

雇
員
の
給
料

金
登
千
登
百
四
拾
園
は
　
(
雑
給
)

名
器
職
質
賞
翫
償
、
有
給
吏
員
旅
費
、
役
場
使
丁
各
霞

使
丁
給
料
、
後
続
局
傭
人
、
退
職
慰
労
金
、
並
に
賞
輿

金
等

金
登
千
四
百
九
拾
九
回
は
　
(
需
要
費
)

役
場
備
品
、
諸
消
耗
品
、
諸
印
榔
費
、
通
信
運
搬
費
、

賄
費
、
竃
話
電
燈
費
、
文
具
料
、
御
公
報
費
、
雑
費
等

田
蓮
町
歳
入
曲
線
算
報
告

(
遽
加
更
正
共
)

線
額
　
四
萬
九
千
九
百
蓼
囲

戸
数
割
平
均
ノ
十
六
園
武
玲
銭

小
筆
校
箇
繕
賛
美
費
藩
規
藁
計

歳
出
之
部

一
、
荊
証
費
　
金
穴
拾
図
は

村
駈
酒
屋
繭
駈
外
一
証
の
耐
蝕
解
凍
料

金
参
拾
園
は
　
(
修
繕
費
)

役
場
所
々
修
繕
費

四
、
土
木
費
　
金
団
百
回
は
　
(
通
路
橋
梁
費
)

町
道
修
繕
、
橋
梁
修
繕
等

五
、
小
撃
殺
賞
　
金
登
欝
蓼
千
九
官
爵
拾
八
回
の

(
昨
年
度
比
壇
千
蓼
百
八
拾
武
図
)

内
　
　
　
諾

金
萱
萬
登
千
八
首
鼠
拾
咽
は
　
(
給
料
)

正
教
員
捻
曲
名
及
補
助
教
員
二
名
に
艶
す
る
給
料
(
教

員
数
昨
年
よ
り
武
名
璃
)

金
登
千
武
治
四
囲
は
　
(
難
治
)

教
員
出
張
旅
費
及
修
聾
旅
行
附
添
費
、
教
員
住
宅
料
、

藍
計
鮎
㌧
別
針
っ
別
糾
繋
主
副
㌫
翳
一
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馴
鞘
訓
劉
馴
輔
弼
旧
居
却
釧
鞘
馴
馴
馴

金
電
千
六
拾
甘
園
は
∴
需
用
費
)
i

小
聾
校
鮨
晶
費
.
諸
滑
耗
晶
費
、
通
信
費
.
竃
話
維
持

費
.
賄
費
及
諸
雑
費
等

金
武
治
国
は
　
(
修
繕
費
)

校
合
所
々
小
修
繕

費
薬
禍
雷
撃
校
費
金
武
百
四
拾
七
回
の

内
　
　
　
議

金
璧
百
六
拾
七
回
は
　
(
雄
治
)

薬
缶
教
員
七
名
に
封
す
る
手
官

金
八
玲
園
は
　
(
需
刺
費
)

消
耗
品
費
、
電
燈
費
、
雑
費

七
、
青
年
訓
練
所
費
-
金
団
百
五
拾
八
回
の

内
　
　
　
諾

金
武
百
九
拾
六
園
は
　
(
給
料
)

教
練
指
導
員
四
名
薬
任
指
導
賞
曲
名
の
給
料

金
六
拾
園
は
　
(
雑
給
)

講
習
旅
費
補
助
、
行
軍
附
添
費
等

金
雷
百
武
園
は
　
(
需
用
費
)

備
品
費
、
塑
曹
賽
、
通
信
費
、
生
徒
奨
励
賞
、
雑
雪
間
、
雑
支
出
金
華
日
脚
拾
園
は
　
　
　
　
　
　
巧
等
牧
膏
亘
っ
て
補
填
す
る
か
と
申
し
ー
ま
す
れ
ば
左
記
の

擬
繍
頭
、
中
頭
の
手
首
並
に
沿
訪
一

浩
防
周
備
品
、
潟
耗
晶
、
賄
費
(
演
習
子
宮
)
及
消
防
分

合
負
轄
金
、
画
簡
掃
除
料
、
防
火
青
侍
並
に
出
初
式
皆

目
の
雑
費
等

二
三
財
産
費
　
金
武
百
八
拾
七
回
は
　
(
管
理
費
)

畢
校
、
役
場
、
登
記
所
の
火
災
保
険
料
及
修
繕
費
並
に

登
詰
所
、
駐
在
所
の
敷
借
料

三
一
、
諸
税
及
負
謄
　
金
武
千
武
拾
武
図
は

咽
鰯
誰
肝
、
組
合
病
院
の
公
債
償
還
金
田
董
斬
罪
罷
撞
塞
彊
絹
露

金
五
回
は
　
罷
災
者
救
助
費

金
武
拾
園
は
　
救
護
法
施
行
に
依
る
貧
困
者
の
生
活
扶
助
及

藍
藻
費
並
に
助
産
費
、
生
業
扶
助
費

二
、
警
備
費
′
争
八
百
七
拾
九
回
の

内
　
　
　
議

星
間
踊
酬
副
副
副
口
和
細
田

(
教
育
費
補
助
、
 
i
紐
禽
事
業
費
補
助
)

教
育
都
合
補
助
、
青
年
団
、
魔
女
合
、
婦
人
含
、
親
和

命
へ
の
補
助
金

三
、
土
木
費
　
金
武
千
八
百
回
は

内
務
省
木
津
用
改
修
事
務
所
を
本
町
直
哉
に
設
置
さ
れ

る
に
伴
ひ
町
道
擬
張
に
要
す
る
土
地
買
牧
費
と
工
事
の

二
部

四
、
小
撃
校
替
繕
費
く
金
武
萬
園
は

番
頭
論
述
の
通
り
小
撃
検
鬼
董
数
増
加
に
伴
ひ
止
む
な

く
校
舎
の
増
築
を
餃
儀
な
く
さ
れ
試
階
建
校
舎
一
棟
と

講
蛍
撰
張
と
敷
抱
買
収
費
、
地
鎮
祭
基
礎
工
苺
費
、
奮

校
舎
移
轄
費
、
工
事
監
督
賞
及
落
成
式
諸
費
等

五
、
公
債
黄
　
金
六
百
回
也
は
　
　
轡

簡
易
保
険
局
よ
り
借
入
る
1
町
債
元
金
萱
寓
武
千
国
に

封
す
る
六
月
よ
り
年
度
閉
鎖
の
翌
年
参
月
迄
拾
ヶ
所
間

、
の
年
六
分
利
換
算
利
子

等

八
、
地
方
改
良
賞
　
金
畳
百
試
拾
八
閲
は

敬
老
禽
費
並
に
聯
合
衛
生
食
費
等

九
、
簿
染
病
壊
防
費
・
金
穴
捻
五
回
は

内
　
　
　
諾

金
武
拾
園
は
　
(
雑
給
)
　
/

町
薗
一
ケ
年
分
手
樽
及
開
院
傭
人
料
/

金
閥
拾
荘
園
は
　
(
需
用
費
)

痘
苗
用
清
耗
品
費
、
清
潔
法
施
行
共
催
僅
染
蒲
患
家
消

し
　
毒
用
及
雑
費

一
〇
、
救
助
賞
　
金
参
拾
園
の

内
　
　
　
韓
　
・

及
死
亡
人
、
荊
精
病
舎
看
護
費
、
召
集
旅
費
、
被
救
護

費
等
の
線
番
金

一
五
、
基
本
財
産
造
成
賞
　
金
九
拾
園
は

基
本
財
産
の
蓄
積
金
丸
拾
図

二
ハ
、
竣
備
資
　
金
参
百
治
国
は

酸
算
外
の
麦
用
に
発
つ
べ
き
費
用
及
預
算
超
過
の
費
籾

¥
　
に
発
雷
す
べ
き
経
費

以
上
が
経
常
部
で
あ
り
ま
し
て
臨
時
都
は
左
の
通
り

一
、
基
本
財
産
　
額
庚
金
、
八
百
八
拾
参
園
は

町
税
滞
納
慶
分
費
式
拾
園
と
、
徴
税
旅
費
・
行
路
病
人
一
歳
入
に
て
御
承
知
下
さ
い

印
譜
羅
錐
羅
揮
結
露
芋
交
醗
鍋
手
鋳
彊
鵠
及
戸
籍
の
手
数
料

△
歳
　
　
　
入

一
、
′
財
産
よ
り
生
す
る
収
入
　
金
武
百
五
囲
也
は
(
町
及
壁
校

基
本
財
産
坂
入
)

登
記
所
の
貸
家
料
収
入
と
基
本
財
産
の
預
金
利
子

二
、
使
用
料
及
手
数
料
　
金
五
百
五
拾
園
の

内
∴
∴
∴
静

金
蓼
百
七
捻
カ
国
は
　
(
小
壁
嬢
授
業
料
)

小
聾
校
高
等
科
鬼
重
百
十
五
名
拾
登
ヶ
月
分
の
授
業
料

金
登
百
七
拾
登
園
は
　
(
手
数
料
)
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六、　五
ヽ一　　　　　　ヽ

囲、

国
税
、
府
蝉
の
後
攻
取
扱
交
附
金

国
庫
下
溝
金
　
金
阿
千
蓼
百
回
は

義
務
教
育
費
に
封
す
る
国
庫
よ
り
の
補
助
、

繰
越
金
　
金
璧
千
六
百
回
は

前
年
度
精
算
嫁
金
の
内
繰
越
金
と
し
で
収
入
見
込
金

雑
収
入
　
金
豊
子
武
拾
武
園
は
　
(
雅
人
及
線
番
金
戻
入
)

町
歳
計
一
時
預
金
利
子
及
行
路
病
人
、
精
細
病
者
、
召

集
敬
愛
∵
徴
兵
旗
費
、
救
護
費
籍
の
線
番
金
戻
入
及
壁

校
不
用
品
賓
部
等

七
、
町
碗
　
金
武
爵
登
千
六
拾
八
園
の
/

内
　
　
諾
　
　
丁
)
内
ハ
賦
課
率
ヲ
示
ス

金
四
千
六
百
七
拾
六
回
は
　
(
地
租
霊
園
-
一
付
七
拾
八
銭
)

田
畑
宅
、
雑
地
線
て
の
地
租
に
係
る
税
金
〈

金
参
宮
八
拾
風
は
　
(
本
穣
登
園
二
村
七
拾
蓼
銭
九
厘
二
毛
)

i
　
螢
業
収
益
既
附
加
税

金
萱
千
参
百
回
は
　
(
木
椀
登
園
二
伸
五
拾
銭
)

家
屋
碗
附
加
穣

金
四
百
五
回
は
　
(
本
税
登
園
一
-
付
九
拾
銭
)

府
税
管
楽
既
附
加
税

金
登
千
九
百
拾
四
囲
は
　
雑
種
種
で

三
、
寄
附
金
　
金
参
百
回
は

木
津
川
改
修
工
務
所
設
置
通
路
の
同
道
改
修
に
艶
し
商

工
協
令
よ
り
指
定
寄
附

四
、
繰
入
金
　
金
八
千
畳
百
九
拾
園
は

町
基
本
財
産
撃
苺
基
本
掛
崖
と
し
て
保
有
せ
る
、
預
金

並
に
謡
券
を
慶
分
し
之
を
小
輩
校
舎
凄
欒
費
武
萬
園
の

内
へ
充
常
す
べ
受
基
本
財
産
の
繰
入
費
消
額

五
、
町
債
　
金
堂
萬
式
千
国
は

逓
信
省
簡
易
保
険
局
よ
り
借
入
る
!
負
債
額

比
の
合
計
経
常
臨
時
を
合
せ
ま
す
と
必
要
線
費
額
金
田
萬
九
千

九
百
蓼
園
を
補
填
し
得
る
の
で
御
座
い
ま
す
。

不
動
産
取
得
税
、
電
柱
規
、
諸
事
、
漁
業
等
共
催
十
教
程

の
各
附
加
碗
(
各
穣
平
均
本
税
霊
園
二
伸
八
拾
九
銭
)

金
登
南
武
千
参
百
九
捨
象
園
は

特
別
税
戸
数
割
で
あ
り
ま
し
て
、
現
在
賦
課
戸
数
七
百

六
拾
五
戸
竺
戸
皆
に
見
ま
す
と
拾
六
回
武
治
銭
で
あ

り
ま
す
、

以
上
が
経
常
都
で
あ
り
ま
し
て
臨
時
部
は
左
の
通
り

昭
和
七
年
度

谷
底
歳
入
出
預
算
の
報
告

田
　
選
　
言
瞳

歳

出

の

部

歳
出
線
計
　
金
賞
千
四
百
六
園
地
∴
∴
、

内
　
　
　
講

国
庫
補
助
金
　
金
拾
園
は

救
護
法
施
行
に
ょ
る
支
出
金
に
勤
し
補
助

府
補
助
金
　
金
萱
百
拾
園
は

農
林
商
工
親
許
費
補
助
、
青
年
訓
練
所
及
救
護
費
の
府

補
助
金

一
、
土
木
費
金
書
八
拾
登
園
の
　
　
　
　
　
一

」
内
　
　
　
諾

金
参
百
式
拾
五
回
は

裏
漣
の
修
繕
∴
諸
堤
防
修
繕
に
要
す
る
材
料
及
人
夫
貸

監
督
費
、
諸
雑
費

金
丸
拾
園
は

河
川
沼
塘
琵
陽
の
修
繕
費
と
し
て
賓
攫
含
、
青
年
合
へ

(
支
出
す
る
費
用

金
四
百
六
拾
六
回
は

用
水
路
、
惑
水
路
費
と
し
て
田
畑
山
林
看
守
と
威
銃
の

手
管
の
外
、
全
水
路
の
修
繕
材
料
人
夫
賃
、
全
数
借
料

米
等

金
萱
百
回
は

溜
池
の
修
繕
に
要
す
る
人
夫
材
料

二
、
公
舎
堂
賞
　
金
聾
百
四
拾
七
回
は

公
舎
堂
使
丁
給
料
、
木
炭
、
電
燈
及
公
合
壁
敷
借
料
と

修
繕
費
等

三
、
諸
税
及
負
損
　
金
璽
百
九
拾
四
囲
は
!

国
府
穣
一
ケ
年
分
と
水
利
組
合
負
堀
金
並
に
田
河
樋
門

の
負
損
金
百
八
拾
武
図

四
、
預
備
黄
　
金
八
拾
町
は

譲
算
外
の
支
出
叉
は
験
算
超
過
の
費
用
に
発
つ
べ
き
も

の

義
人
之
部

歳
入
総
計
　
金
登
千
四
百
六
回
地

内
∴
∴
∴
講

÷
財
産
よ
り
生
す
る
牧
入

金
八
拾
武
図
は

小
作
料
、
下
草
責
却
代
、
漁
族
黄
却
代
、
預
金
利
子

二
、
使
用
料
　
金
五
回
は
　
尼
ケ
池
場
防
使
用
料

三
、
雑
牧
入
　
金
登
園

四
、
町
　
税
　
金
萱
千
愛
育
拾
八
園
の

内
　
　
　
議

金
九
百
七
捻
六
回
は

田
畑
宅
雑
鞄
線
て
の
域
租
に
係
る
穣
金

地
租
登
園
に
付
四
拾
銭
五
厘
の
割

金
参
百
四
拾
武
図
は

特
別
税
戸
数
割
で
現
在
国
選
霞
の
賦
課
戸
塑
二
百
六
十

戸
一
戸
嘗
平
均
九
捻
五
銭

-

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

以

　

上

イ
「
ノ

、薪歳

入

の

部

厘

本

,

-

-

“

-

、

-

　

年

-

、

　

-

-

)

i

 

i

`

し

・

i

i

-

　

　

-

　

　

　

i

i

l

　

′

▼

1

-

-

-

・

あ

け

∵

売

高

1

1

」

越

m

重
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甘
常
備
山
共
有
使
用
料
と
田
河
匿
よ
り
収
入
の
水
路
使
一
五
、
諸
税
及
負
据
金
五
捻
五
回
は

残
入
線
計
　
金
丸
首
輪
参
園
地

内
∴
∴
∴
藷

一
、
庭
石
財
産
攻
入

金
八
治
国
は

小
作
米
、
下
草
責
却
代
、
漁
族
費
却
代
、
預
金
利
子

二
、
使
用
料
及
手
数
料

金
宣
百
六
捻
四
囲
は

料
、
期
間
中
.
の
諮
入
費

三
、
公
舎
堂
黄
　
金
登
百
六
拾
回
は

使
丁
給
料
、
電
燈
費
、
浴
耗
諸
雑
費

四
音
、
聾
且
金
　
金
宣
百
回
は

溜
池
新
設
費
積
立
金

欄
間
麗
圏

席
料

三
、
繰
越
金
　
金
武
拾
五
回
は

覇
年
度
精
算
残
金
と
繰
越
す
べ
き
見
込
額

四
、
難
攻
入
　
金
登
園

五
、
町
税
　
金
六
百
四
拾
憂
国
の

第九競
馴
細
り

′

　

5
相
調
軸

-
内
∴
∴
∴
譲
町
。

金
五
百
四
拾
六
回
は

田
畑
電
離
地
縁
で
の
砲
租
に
係
る
穣
金

地
租
登
園
に
つ
き
金
惨
捨
置
銭

金
九
拾
七
回
は

特
鋤
碗
戸
数
割
で
現
在
薪
匝
賦
課
戸
数
百
九
十
五
戸
一

戸
営
平
均
正
治
餞
の
割

歳

出

の

部

下
合
議
費
　
金
治
武
図
は

曖
曾
議
員
六
名
に
勤
す
る
匝
含
開
合
の
節
の
費
用
輝
僧

及
含
議
書
請
給
料
・
淘
耗
品
、
印
刷
費
等

二
、
土
木
賞
　
金
五
百
七
拾
六
回
は

内
　
　
　
議

金
電
車
五
拾
五
回
は

裏
道
修
繕
い
諸
提
防
修
繕
に
要
す
る
材
料
及
人
夫
賃
と

か
薪
嚢
共
催
灘
費
監
督
子
宮
共

金
参
宮
拾
園
は

用
水
路
、
悪
水
路
費
と
し
て
渡
深
費
在
郷
軍
人
青
年
倉

へ
妾
出
す
べ
き
費
用
と
入
夫
修
繕
費
監
督
費
等
諸
費

看

i

僻

相

田

動

¥

国
税
及
府
税
一
ケ
年
分

六
、
壕
備
盛
　
会
拾
園

此
残
曲
線
計
金
九
百
拾
蓼
園
地

奥
　
戸
　
瞳
、

′
　
歳
入
の
部

歳
入
合
計
　
金
七
百
囲
拾
八
回
也

内
　
　
　
諾

一
、
噴
石
財
産
よ
り
生
す
る
収
入

金
登
百
武
治
七
回
は

小
作
米
、
下
革
質
却
代
、
魚
族
賓
却
代
、
演
金
の
利
子

二
、
使
用
料
　
金
武
拾
霊
園
は

、
奈
良
馬
車
よ
り
提
嬉
使
用
料
と
昭
和
電
力
よ
り
電
柱
敷

地
料

三
、
繰
越
金
　
金
武
百
回
は

揃
年
度
精
算
細
線
金
の
繰
越
見
込
額

四
へ
町
税
　
金
圃
百
回
の

内

金
参
百
四
回
は

田
畑
宅
地
雑
地
総
て
の
地
租
に
係
る
税
金

抱
租
登
園
に
付
式
拾
蓼
銭
の
割

金
丸
拾
六
回
は

特
別
税
戸
数
割
で
現
在
奥
戸
匪
賊
深
戸
数
百
二
十
月
一

戸
営
平
均
八
拾
銭
の
割

金
霊
羅
網
棚
要
す
る
傭
人
及
欝
の
人
夫
議
借
㌃
計
歳
鵠
拒
八
園
地

内
∴
∴
∴
講

÷
土
木
費
　
金
蓼
百
八
拾
蓼
園
の

内

　

　

諾

　

　

7

金
髪
百
拾
園
は

用
悪
水
路
の
修
繕
に
要
す
る
人
夫
貸
材
料
等

金
武
百
七
拾
蓼
園
は

溜
池
の
修
繕
に
要
す
帝
材
料
監
督
、
人
夫
賃
及
港
漑
費

用
の
分
水
押
料
敷
借
料
米
等

二
、
公
舎
堂
費
一
会
雷
百
六
拾
四
囲
は

使
丁
給
料
、
需
用
聾
(
備
品
、
消
耗
品
、
電
燈
料
、
公

命
堂
敷
借
料
)
及
公
食
堂
修
繕
費
　
/

三
、
財
慶
賀
　
金
萱
百
九
拾
園
は

森
林
藍
腕
給
料
一
ケ
年
分
威
銃
周
必
需
品
並
皇
円
牢
乎

へ
の
補
助
及
賞
輿
(
看
守
)

四
、
諸
醗
及
負
損
　
金
四
囲
は
、
醸
有
施
租
に
係
る
国
府
碗

五
、
縁
備
贅
　
金
と
園
は
∴
預
備
品

河
　
原
　
匝

歳

入

の

郡

嫁
入
合
計
-
金
五
百
武
治
九
園
地

内
　
　
　
議

一
、
際
有
財
産
よ
り
坐
す
る
牧
入

金
聾
百
給
も
個
は

小
作
米
、
下
草
費
却
代
、
魚
族
責
却
代
、

二
、
繰
越
金
　
金
六
拾
園
は

揃
年
度
精
算
剰
飴
金
の
繰
越

三
、
町
税
　
金
蓼
百
五
搭
載
園
の

内
∴
∴
∴
讃

金
武
百
九
拾
武
園
は

出

川

H

C
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田
畑
宅
雑
地
線
て
の
艶
租
に
係
る
税
金
地
租
一
国
に
つ

き
脚
拾
銭
五
度

金
穴
治
国
は

戸
数
割
で
現
在
河
原
院
賦
課
戸
数
六
十
戸
一
戸
嘗
平
均

登
園
の
割
　
l

遠
出
′
の
部

歳
出
総
計
　
金
五
百
武
治
九
園
地

内
　
　
　
諾

一
、
公
舎
隼
盛
　
会
寮
百
武
闘
は

使
丁
給
料
、
備
品
、
渦
雑
品
、
竃
燈
費
、
雑
費
、
修
繕

費
等

二
、
土
木
費
　
金
参
百
武
拾
四
囲
の

内

　

　

諾

金
百
八
拾
園
は

治
水
琵
陽
修
繕
費
に
し
て
監
督
裳
、
井
路
竣
費
(
青
年

会
、
進
襲
合
へ
の
補
助
)
人
夫
賃
材
料
威
銃
費
等

金
登
百
四
拾
四
囲
は

庸
悪
水
路
修
繕
材
料
人
夫
の
外
殻
借
料
等

三
、
諸
税
及
負
堀
　
金
八
拾
八
回
は

霞
有
地
租
の
周
府
穣
捻
園
と
田
河
樋
門
費
負
据

七
拾
八
図

四
、
警
備
費
　
金
五
回
は
　
、

水
防
裳
と
し
て
†
普
通
水
利
組
合
負
損
金

五
、
預
備
黄
　
金
拾
園
は
　
壊
備
襲
金

湘
随
西
　
垣

歳

入

の

部

歳
入
合
計
　
金
式
百
七
拾
五
回
地

内
　
　
　
読

下
負
捨
金
　
金
武
百
六
拾
園
は

田
邁
中
堅
校
長
　
島
・
清
　
治

蕃
愈
々
鞘
に
相
成
り
き
し
を
、
皆
々
様
の
御
健
群
を
御
院
び

中
上
ま
す
。
不
省
今
度
田
邁
校
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
ま
し
て
、

可
愛
い
六
百
の
鬼
童
を
御
預
り
致
し
、
命
英
上
補
習
撃
校
生
徒

や
、
青
年
訓
練
所
生
徒
指
導
の
任
を
も
負
ぶ
蕾
に
な
り
ま
し
た

就
て
は
一
々
参
堂
し
て
御
挨
拶
申
す
筈
で
御
座
い
ま
す
が
、

幸
ひ
町
内
各
戸
に
配
布
せ
ら
れ
る
本
紙
が
護
符
の
磯
倉
に
百
合

ひ
ま
し
た
の
で
、
失
態
で
す
が
鼓
に
本
紙
を
通
じ
て
御
拶
挨
車

上
ま
す
。

饗
聾
短
才
な
る
私
が
代
々
熱
心
を
校
長
の
経
蕾
せ
ら
れ
ま
し

た
路
を
受
け
て
、
両
も
本
町
は
城
南
の
中
心
校
で
、
教
育
に
熟

心
な
父
兄
を
持
つ
本
町
に
こ
の
大
任
を
負
ふ
と
と
は
、
私
に
と
一
◎
入
選
聾
者
所
願
奉
告
祭
及
選
管
者
表
彰
式
馨
行
I

用

品

印

刷

用

出

門

出

陣

訓

引

出

川

口

田
邁
贋
よ
り
百
八
幹
武
園
と
河
原
匠
よ
り
七
拾
八
回
の

負
据
牧
人

≒
繰
越
金
　
金
治
五
回
虜

前
年
度
剰
飴
金
繰
越

っ
て
誠
に
重
荷
で
斬
り
、
よ
ろ
こ
び
に
堪
え
ま
せ
ん
o

歳

出

の

部

歳
出
合
計
　
金
武
百
七
拾
五
団
地

内
　
　
　
譲

二
土
木
費
　
金
武
旦
ハ
拾
五
周
は

用
悪
水
路
裳
に
し
て
田
河
橙
門
の
修
繕
式
拾
董
園
と
嫡

蒔
絵
料
出
水
の
場
合
の
傭
人
料
に
八
捨
象
園
と
薪
霞
へ

支
離
ふ
井
路
数
倍
米
、
百
八
拾
武
図

二
、
醸
備
襲
　
金
蛤
園
は

醸
備
裳
金

幸
に
町
皆
様
の
御
援
助
を
仰
ぎ
ま
し
て
、
及
ば
ず
な
が
ら
も

一
意
尊
心
撃
校
職
員
と
協
力
致
し
各
位
の
御
期
待
に
少
し
た
い

と
も
、
撒
ひ
た
い
と
存
じ
て
お
り
ま
す
。
伶
只
今
は
増
築
の
最

中
で
見
事
に
完
成
す
る
目
を
喜
び
勇
ん
で
兇
董
と
共
に
待
っ
て

ぬ
る
咲
第
で
あ
り
点
す
。

何
卒
今
後
大
小
と
な
く
噂
所
の
如
何
を
間
は
す
御
注
意
下
さ

い
き
し
て
/
本
町
教
育
の
薦
め
に
御
擬
態
下
さ
る
轟
を
紙
上
に

て
御
願
ひ
申
上
げ
乍
署
儀
御
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

ヽ
i
●
ヽ
メ
ェ
ー
,
.
,
モ
ノ
○
○
◆
ノ
.
ヽ
I
,
.
ヽ
I
ま
七
〇
.
.
ヽ
{
.
モ
ネ
.
)
.
.
1
1
ヽ
l
,
t
ノ
"
ヽ
l
′
ュ
置
l

職
員
の
異
動

…
,
.
〇
・
〇
{
.
…
◆
"
ヽ
・
●
.
"
,
・
’
○
○
ヽ
’
置
ヽ
・
さ
も
冒
,
雷
〇
・
・
〇
.
.
〇
・
′
"
.
・
"
㌻
ヽ
・
・
.
"
ヽ
・
㌻
宅
○
○
.
ヽ
-
◆
.
,
i
’

▼
載
ら
れ
幸
先
生
A

大
江
校
長
先
生
　
i
丹
波
天
田
郡
下
夜
久
野
校
へ

宮
崎
先
生
　
　
　
綴
喜
郡
田
原
小
輩
校
へ

伊
藤
先
生
　
　
　
相
楽
郡
木
津
中
堅
校
へ
′

竹
田
先
生
　
　
　
　
綴
喜
郡
青
谷
小
望
楼
へ

安
店
先
生
　
　
　
退
職
(
在
東
京
市
)

激
新
任
の
先
生
企

島
校
長
先
生

北
村
先
生

片
岡
滞
太
郎
先
生

山
下
先
生
　
「

薮
内
先
生

小
西
先
生

小
池
先
生

柏
葉
郡
笠
置
小
撃
校
よ
り

久
世
郡
蒐
道
中
撃
接
点
の

復
職
(
京
師
尊
教
科
よ
り
)

久
世
郡
久
津
川
中
堅
校
よ
り

久
世
郡
大
久
保
小
輩
校
よ
り

本
邸
三
山
木
小
蟄
校
よ
り

蕪
師
寧
日
下
線
期
現
役
服
役
中

◎
東
　
　
　
電

1
1
・
重
t
’
M
十
〇
〇
_
∵
`
i
l
　
■
　
▲
〃
’

・
も
桂
子
坤
ば

、
　
鮎
川
膏
舶
用
鰻
遡
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歩砲短輔全室歩

兵英明¥重　砲兵
兵(　兵

--現上　上上

等等役等　噂等

兵兵兵兵　　兵兵

閉園園
軍人

-　-八

′大入人員

歩
兵
第
九
聯
除
第
二
中
隊
へ

同
　
　
　
　
　
　
六
中
隊
へ

騎
兵
第
二
十
聯
除
第
一
中
隊
へ
、

舞
鶴
重
砲
兵
大
隊
第
二
中
隊
へ

仝

　

際

　

へ

　

ノ

砲
兵
第
二
二
聯
際
(
幹
部
候
補
生
)

玉
　
島

西
川

中
村

落
合

健

豊
秋

武
一

秋
邁

西
川
要
太
郎

海
道
　
孝
突

内
西
川
聾
秋
、
西
川
要
太
郎
ノ
爾
名
ハ
即
日
輔
弼
セ
リ

今
週
∴
替
∴
藷

河
村
　
助
三

岡
田
切
之
助

厨
川
　
孝
三

西
i
村
　
利
夫

片
岡
　
清
彦

西
野
　
正
夫

井
上
　
貞
一

A
遽
螢
軍
人
表
彰
者

現
役
中
上
等
兵
二
進
級
シ
輯
郷
シ
タ
ル
者

里
村
　
治
夫

河
村
　
助
三

厨
川
　
孝
三

山
田
　
市
郎

岡
山
卯
一
郎

西
村
　
利
夫

演
習
召
集
中
看
護
長
適
任
謹
書
ヲ
得
テ
蹄
郷
シ
タ
ル
者

上
　
等
　
看
　
護
　
兵
　
　
　
　
　
竹
村
　
謙
一

演
習
召
集
中
上
等
兵
二
進
級
シ
輯
郷
ジ
グ
ル
者

西
川
　
亦
≡

朋
川
　
光
三

西
川
欒
二
郎

二
、
本
調
査
費
領
一
一
於
テ
兵
役
服
務
者
ト
ハ
明
治
六
年
一
月
十

日
ヨ
り
昭
和
六
年
十
一
月
三
十
日
マ
テ
ノ
問
-
-
於
ケ
ル
友

ノ
各
競
ノ
二
一
該
営
ス
ル
者
ヲ
謂
フ

(
イ
)
現
役
兵
、
補
充
兵
叉
ハ
国
民
兵
ト
シ
テ
引
績
キ
二
ケ
月

以
上
在
蕾
シ
タ
ル
者

{
従
前
ノ
ー
年
現
役
兵
、
屯
田
兵
叉
ハ
預
備
後
員
ハ
現
一

役
兵
叉
ハ
補
充
兵
下
着
緻
ス
)

(
。
)
在
替
期
間
ヲ
概
ネ
二
月
下
足
メ
ラ
レ
ク
ル
兵
種
二
膚
シ

現
役
兵
ト
シ
テ
営
該
期
間
在
贅
シ
タ
ル
者
(
従
薗
ノ
六

週
間
現
役
兵
モ
之
二
該
嘗
ス
ル
者
卜
者
傲
ス
)
　
　
一

(
ハ
)
幹
部
候
補
生
叉
ハ
海
軍
預
備
練
習
生
ト
シ
テ
引
韻
キ
二

、
月
以
上
在
替
シ
タ
ル
者

(
従
前
ノ
一
年
志
願
兵
ハ
幹
部
候
補
生
卜
者
傲
ス
)

三
、
左
二
掲
グ
ル
者
ハ
前
項
ノ
規
定
二
拘
ラ
ズ
之
ヲ
兵
役
務
服

や
・
r
曽
,
電
導
購
8
章
1
1
J
○
○
農
事
l
エ
m

判
別
十
一
月
八
日
蕾
小
串
諸
星
策
て
細
君
所

願
奉
告
祭
及
遅
番
軍
人
表
彰
式
を
馨
行
す
。

A
入
　
螢
　
着

一
家
ヨ
り
多
数
兵
役
服
務
蕃

チ
出
シ
タ
ル
家
庭
二
親
テ

、

昭
和
六
年
十
月
十
九
日
勅
令
第
二
五
五
撹
ヲ
以
三
象
ヨ
り
多
面
、
禁
錮
以
上
ノ
刑
-
-
慶
セ
ラ
レ
ク
ル
着
其
ノ
他
表
彰
ス
ぺ
ー
カ

旺レ
ク
ル
者

(
ニ
)
在
替
中
本
八
二
依
ル

i
　
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
)
-

レ
ク
ル
脊

囲

山

喜

看

看

椅

ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
家
族
ガ
生
活
ヲ
篤

至
り
タ
ル
ガ
篤
メ
現
役
ヲ
冤
セ
ラ

ラ
ズ
ト
認
ム
〆
行
篤
ア
ル
者
-
【
付
テ
ハ
兵
役
服
務
者
ト
シ

テ
之
ヲ
本
表
彰
ノ
篤
ノ
入
賞
二
算
入
サ
レ
マ
ゼ
ン

金
、
銀
、
木
杯
叉
ハ
表
彰
状
ヲ
賜
ル
べ
キ
現
戸
主
こ
シ
ナ

表
彰
ス
べ
カ
ラ
ザ
ル
事
由
ア
ル
場
合
ニ
ハ
輿
ノ
子
、
孫
、

妻
、
父
母
、
組
父
母
ノ
上
山
一
テ
護
衛
ノ
上
英
ノ
一
人
-
一
之

ヲ
賜
人
ル
ゴ
ト
ニ
ナ
リ
マ
、
ス

因
に
本
町
よ
り
参
入
以
上
兵
役
服
務
箸
を
出
し
た
る

現
戸
主
名太竹小澤市久

田
　
源
　
吾
　
　
西
　
野
　
岩
　
音

村
　
宗
一
　
　
西
　
川
　
久
　
喜

(
以
上
兵
役
服
務
者
一
家
よ
り
四
人
)

西
惣
太
郎
~
　
　
西
川
清
太
郎

本
永
太
郎
　
　
村
上
竹
治
郎

川
　
膿
∴
攻
　
　
　
奥
　
村
　
久
　
三

保
　
轟
　
音
　
　
西
川
熊
治
郎

(
以
上
兵
役
服
務
者
一
家
よ
り
三
人
)

右
以
外
に
前
蓮
の
調
査
要
領
に
該
営
す
る
家
庭
が
あ
り
ま
す

な
れ
ば
至
急
役
場
へ
申
出
で
下
さ
れ
ば
調
査
の
手
渋
さ
致
し

ます。
A
陸
海
軍
人
(
昭
和
七
、
二
、

者
ト
シ
テ
算
入
サ
レ
マ
ス

(
イ
)
在
轡
中
二
死
亡
シ
タ
ル
者
、
但
シ
自
己
ノ
重
大
ナ
ル
過

失
二
因
り
死
亡
シ
タ
ル
者
ヲ
除
ク

(
ロ
)
在
替
申
自
己
ノ
重
大
ナ
ル
過
失
一
一
因
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
傷

、
痍
疾
病
其
ノ
他
身
体
叉
ハ
精
軸
ノ
異
常
一
一
因
り
轄
役
ヲ

余
子
フ
レ
叉
ハ
兵
役
ヲ
冤
セ
ラ
レ
ク
ル
着

(
ハ
)
定
員
一
一
塑
シ
過
剰
卜
祭
り
タ
ル
)
-
因
り
蹄
休
ヲ
命
ジ
ラ

嘩
役
電

現
　
　
役

預
備
後

後
備
役

補
充
兵
役

計

軍人
　
員

一
〇
人

間
l
三
人

七
四
人

一
二
ハ
人

二
四
三
人

一
現
在
調
)
.

海
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戸
籍
の

手
数
料
及
闘I

既

時
預
金
利
子丁

と

不
用
)ゴ

ロロ

賞
却
代
並七

金

轟
四
千
四
百
七

改
修
二こ

高
賞賛
の　にへ

補臆封
切　す
及　る　　拾
競府　’八
計　よ　　回

議名　港

ヤ　　　　　に
ノ　　　　僻

寄　　　　ふ
附　　　腰
及　　　　通　　　勤補　　間

賞軽震襲整襲質蓋爆発撃警
費予　　異議’の　先

金　　他生
登　　聾並
千　　校に
八　　に　小
拾　　於〉使
蓼　　て　の

繋　憲給
蛋　　要　と
銭　l瀬上験
は’,　経費

襲登
校徒

馨
講
話
会
費

金
七

回
は

購防

/、,
レ
8′

l
ヽ第九擾

一
　
語
所
の
貸
家
料

に
膚
悼
惜

圃

油

八
日
町
亀
を
開
き
き
し
そ
つ
認
定
を
得
た
・
の
で
御
座
ゐ
ま
す
÷
　
一
休
寺
道
路

今
左
に
大
体
の
説
明
を
車
上
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
一
　
千
百
園
と
青
年
訓
練
所

以
で
締
切
り
、
合
計
槍
査
員
の
検
査
を
受
け
喜
る
電
界
爵
拾
天
、
府
補
助
金
　
豊
子
雷
百
九
拾
九
園
は

残
　
　
　
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貢
、
交
附
金
　
六
拾
憂
国
は
　
国
勢
調
査
交
附
金

生
よ
り
大
正
元
年
拾
武
生
日
生
ま
で
の
者
で
す
o
本
町
の
≒
交
附
金
」
ハ
百
九
拾
周
囲
拾
九
銭
は

○
徴
　
兵
　
機
　
査

一
、
昭
和
七
年
度
徴
兵
適
齢
者
は
明
治
咽
十
脚
年
十
二
月
式
日

粧
丁
人
員
は
左
記
の
通
り
で
す
。

本
年
粘
丁
総
人
員
∴
∴
∴
∴
参
拾
八
人

内

本
年
適
齢
者

前
年
傾
決
者

講

参
拾
聾
八

七
人

二
、
一
巻
年
度
徴
兵
検
蛮
並
摘
緩
日
時
及
場
所

徴
兵
検
査
窟
時

徴
　
兵
-
蕃

粧
丁
教
育
調
査
緑
時

認
∵
∴
番
　
場

抽
畿
ノ
日
時

抽
銭
徴
兵
馨

八
月
九
月
午
覇
七
時

間
蓮
町
綴
喜
都
農
禽
集
合
揚

八
月
九
日
午
前
五
時
三
十
分

集
合

徴
兵
開
設
地
二
設
ク

九
月
二
十
三
蹟
午
前
八
時
開
始

久
世
郡
宇
治
町
公
藍
色

′
’
ヽ
青
ク
や
◆
タ
メ
ヽ
で
ノ
ヽ
〇
才
●
e
`
ノ
ヽ
`
′
ヽ
○
○
J
ヽ
e
′
’
ヽ
e
ノ
’
ヽ
′
’
ヽ
`
′
’
ヽ
_
’
ヽ
ヽ
′
’
○
○
’
ヽ
;
ヽ
/
)
●

顕
稀
五
隼
壁
本
町
歳
入
出
決
算

並
に
各
瞳
襲
決
算
の
報
昔

昭
和
五
年
度
本
町
歳
入
出
は
昨
昭
和
六
年
五
月
参
拾
豊
田
を

、
財
産
よ
り
生
す
¥
る
故
入

金
五
百
六
拾
六
回
八
拾
参
銭
は

町
及
撃
校
の
基
本
財
産
の
公
債
利
子
及
預
金
利
子
と
登

金
毒
舌
参
拾
胸
囲
拾
遺
餞
は

小
聾
焚
授
業
料
、
謹
明
、

手
数
料

園
税
や
府
税
の
徴
収
金
に
勤
す
る
交
附
金

四
、
国
庫
下
渡
金
　
岡
千
武
百
七
拾
九
回
参
拾
銭
嬢

義
務
教
育
費
に
卦
す
る
国
庫
よ
り
の
下
瀬
金

瓦
、
繰
越
金
　
武
千
載
拾
四
国
間
拾
武
関
は

昭
和
四
年
度
の
精
算
残
金

六
、
雑
収
入
　
試
す
拾
九
園
蓼
拾
参
銭
也
は

出

金
九
拾
園
は

祀
三
紐
へ
の
進
供
荊
餞
簡
島
料

金
九
拾
五
回
は

々
局
荻
償
及
共
催
合
議
に
係
る
諸
費
用

金
七
千
六
百
拾
七
園
九
拾
七
銭
は

以
下
役
場
吏
員
及
匝
長
、
.
医
長
代
理
者
簿
の
報
酬

歳
計
現
金
の
一

兵
旅
費
の
線
審
金

七
、
町
穣
∴
式
萬
四
千
蓼
百
八
捻
訴
因
九
拾
銭
は

地
租
附
加
稔
∴
金
四
千
蓼
首
鼠
拾
図
太
拾
武
関

特
別
地
稔
附
加
税
　
金
四
百
六
拾
参
図
九
拾
萱
銭

各
碗
使
丁
役
場
使
丁
の
給
料

場
に
て
入
用
の
諮
襲
用
及
役
場
所
々
修
繕
費

金
参
宮
脚
拾
カ
国
蓼
拾
銭
は

の
道
路
と
か
橋
梁
の
修
繕
費

金
堂
萬
四
千
試
百
聞
拾
園
田
拾
七
銭
は

蕾
業
牧
盆
税
附
加
碗
　
金
囲
百
四
拾
九
回
五
輪

府
税
家
屋
税
附
加
税

ノ
金
登
千
八
百
六
拾
九
回
五
拾
電
鍵

府
穣
馨
薬
穣
附
加
稔
　
金
五
官
拾
図
八
拾
四
銭

府
税
難
題
税
附
加
税

金
武
子
式
百
九
拾
蓼
図
〇
四
銭

特
別
税
戸
数
割

一
〇
、
財
産
賓
却
代
　
金
八
百
七
幹
も
図
式
拾
古
銭
は

殿
邁
土
地
の
廣
却
代
金
(
府
道
改
修

金)

一
二
寄
附
金
　
寄
手
武
拾
園
は

相
田
太
平
氏
外
囲
名
よ
り
撃
校
へ
ピ

及
種
痘
並
に
倦
染
蒲
議
院
の
諸
費
用

給
料
と
強
襲
並
に
必
需
経
費
　
手

金
五
百
囲
拾
七
園
六
拾
七
銭
は

等
し金

武
百
五
拾
図
九
銭
は

金
八
拾
登
園
蓼
拾
六
銭
は

藤
災
者
の
救
助
費
風

食
雷
千
蓼
拾
凱
八
拾
六
銭
は

組
員
の
手
管
、
組
頭
並
に
以
下
役
員
の
報
酬

入
費
、
出
-
初
式
諸
費
等

金
武
骨
幹
八
回
四
輪
七
銭
は
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ヽ
言
(

役
場
、
壁
投
の
保
険
料
、
駐
在
所
の
修
繕
並
竹
薮
借
料

と
登
記
所
の
敷
借
料

三
上
諸
税
及
負
据
金
」
毒
手
参
宮
拾
七
回
九
拾
銭
は
i

園
府
税
と
組
合
病
院
の
公
債
償
還
副
官
負
据

↓
四
、
雑
支
出
　
金
参
百
五
拾
六
回
七
拾
五
銭
は

滞
納
慶
分
費
、
線
番
金
、
衛
生
組
合
、
親
和
倉
、
教
育

部
倉
、
井
手
著
サ
イ
ド
カ
十
寄
附
等

一
五
、
基
本
財
産
造
成
費
　
金
丸
拾
園
は
　
蓄
積
金

二
ハ
、
基
本
財
産
積
庚
金
　
八
百
八
拾
蓼
園
は
~

町
基
本
財
産
額
庚
金
及
撃
事
基
本
財
産
積
庚
金

一
七
、
寄
附
金
　
武
千
参
百
七
拾
七
回
式
拾
震
銭
は

府
道
改
修
工
事
受
益
者
負
損
金
寄
附

一
八
、
補
助
金
　
登
百
八
捻
園
地
は

青
年
団
、
魔
女
倉
、
矯
人
命
へ
の
補
助

一
九
、
雑
支
出
　
金
登
百
四
拾
登
園
拾
出
銭
は

国
勢
調
査
費

二
〇
、
小
襲
授
替
経
費
　
金
霊
百
四
拾
九
回
七
輪
武
関
は

鬼
重
湯
番
場
及
便
所
建
設
襲

二
二
土
木
費
　
金
蓼
千
百
六
槍
を
図
九
捨
象
銭
は

一
休
寺
道
路
改
修
の
鰹
費

以
上
総
計
蓼
萬
聞
手
式
百
七
瞭
図
九
拾
九
餞

歳
入
乾
田
差
引
焼
金
　
金
賓
千
五
百
八
拾
六
回
七
拾
四
銭

之
が
卸
ち
昭
和
五
年
度
の
精
算
剰
徐
金
で
あ
り
ま
し
て
比
の
剰

配
遽
匪
・

歳
入
総
計
　
金
雷
千
七
百
武
図
七
銭
地

内
∴
∴
∴
読

下
財
産
よ
り
生
す
る
牧
人
　
金
丸
拾
九
園
参
拾
五
銭

小
作
米
下
草
魚
族
責
却
代
並
に
土
木
基
金
の
預
金
利
子

二
一
使
用
料
　
金
四
百
八
拾
武
図
五
拾
銭
は

木
津
用
砂
利
食
紅
よ
り
収
入
の
提
防
使
用
料

三
、
、
繰
越
金
　
登
百
九
浴
室
図
八
拾
九
銭
は

昭
和
四
年
度
の
精
算
襲
金

四
、
町
現
　
金
九
百
武
捻
八
回
参
拾
参
銭
は

l
　
　
二
∵
地
租
附
加
税
　
　
金
六
百
拾
国
幹
参
銭

二
、
特
別
地
穣
　
　
　
金
四
拾
登
園
武
関

三
、
戸
数
割
　
　
　
金
武
百
七
拾
七
回
拾
八
銭

以
上
歳
入

歳
出
合
計
　
金
宣
千
五
百
五
拾
五
回
四
拾
四
関

内
　
　
　
講

二
∵
曾
議
費
　
金
拾
登
園
六
拾
武
関
は

代
決
膏
語
給
料
と
合
計
簿
徴
税
令
書
共
催
印
刷
費
等
の

諸
費
用

二
、
土
木
費
　
金
九
百
武
拾
国
正
銭
は

提
陽
修
繕
、
乾
田
諸
川
河
波
及
修
繕
並
に
材
料
用
悪
水

路
薄
贅
と
監
督
襲
、
道
路
修
繕
等

三
、
墓
地
裳
　
/
金
武
図
九
拾
五
銭
は

墓
地
掃
除
傭
人
料

餃
残
金
の
内
既
に
i
昭
和
六
年
度
へ
繰
越
金
と
し
て
預
算
編
成
宮
西
、
公
舎
常
襲
　
金
武
百
八
拾
図
九
拾
登
銭
は

初
に
金
蓼
百
五
/
拾
園
ど
豊
俊
壊
算
の
追
加
を
致
し
ま
し
た
額
武

百
七
拾
六
回
、
之
は
臨
時
隔
離
病
舎
に
患
者
を
収
容
し
ま
し
た

経
費
を
支
出
し
馨
額
九
百
六
拾
園
七
拾
固
銭
が
締
繰
越
金
と
し

て
践
入
港
で
あ
り
ま
す
。

蔑
奪
ヾ
∴
ゝ

互
、
財
産
賞
　
金
蓼
百
武
拾
参
園
参
拾
萱
銭
は
.

i
　
看
守
手
管
威
銃
壁
芥
取
捨
手
管
並
に
軍
人
合
へ
の
補
助

悪
水
井
端
数
借
料

六
、
諸
税
及
負
据
金
拾
六
回
六
拾
銭
は

水
利
水
防
組
合
へ
の
負
縞
と
囲
府
税

七
、
基
本
財
産
積
庚
金
蔓
骨
幹
園
は

土
木
基
金
費
消
の
積
庚
金

以
上
歳
入
出
登
別
残
金
蓼
捻
六
囲
香
捨
象
銭

昭
和
五
年
膿
各
匿
決
算
報
告

寝
使
丁
給
料
と
傭
人
料
並
に
備
品
消
耗
一
ヶ
年
の
電
燈
一
五
、
財
産
襲
　
金
登
百
五
回
は
　
山
野
看
守
給
料

(
次
年
度
へ
繰
越
)
」

薪
　
　
匪

歳
入
合
計
　
金
萱
千
九
拾
図
五
拾
入
関
也

内
　
　
　
諾

一
、
財
産
よ
り
生
す
る
収
入
　
金
玉
拾
五
回
七
拾
四
銭
は
　
)

小
作
米
、
魚
旗
責
却
代
、
土
木
基
金
の
利
子

二
、
使
用
料
　
金
雷
官
爵
治
国
六
拾
登
銭
は

∴
栄
有
山
(
甘
常
備
山
)
使
用
料
と
田
河
匝
よ
か
収
入
の
水

路
使
用
　
i

三
、
繰
越
金
　
武
百
八
拾
五
園
蓼
銭
は

昭
和
四
年
度
精
算
襲
金

四
、
町
税
　
金
六
百
式
拾
九
回
武
拾
銭
亀
は

地
租
附
加
現
　
金
悶
百
五
拾
図
四
拾
銭

特
別
地
税
、
金
八
拾
登
園
霊
銭

戸
数
割
　
　
金
丸
拾
七
回
七
拾
九
銭

以
上
歳
入

歳
出
合
計
　
金
登
千
四
拾
六
回
六
拾
九
銭
也

内
　
　
　
諾

一
、
禽
謹
賀
　
金
拾
七
回
四
拾
希
銭
は

霞
禽
召
集
の
議
員
襲
用
排
償
及
興
宮
に
要
す
る
諸
費
及

令
妹
帳
簿
等
の
印
刷

二
、
土
木
費
　
金
五
百
拾
五
回
七
拾
七
銭
は
　
　
¥
へ
¥

井
手
川
外
用
悪
諸
水
路
の
修
繕
及
裏
道
の
修
繕
と
材
料

監
督
費
雑
費
並
に
溜
池
、
樋
番
給
等

三
、
公
舎
堂
糞
　
金
寮
百
八
拾
断
固
四
拾
八
銭
は

使
丁
給
料
、
傭
人
、
電
燈
料
及
潟
耗
雑
費

四
、
警
備
費
　
金
八
捻
六
回
六
拾
五
銭
は

樋
番
給
料
の
外
出
氷
人
天
質
等

六
、
潜
池
新
設
積
立
金
　
蔓
百
回
は
　
聾
且
金

七
、
諸
税
及
負
据
金
参
拾
七
回
蓼
拾
四
銭
は

国
府
稔
と
水
防
組
合
負
堀
金
　
-

以
上
歳
出

差
引
残
金
四
拾
蓼
国
人
拾
九
銭
(
次
年
度
へ
繰
越
)

興
戸
-
匝

瑳
入
合
計
　
金
八
百
拾
六
回
凱
拾
蓼
銭
地

内

一

.

謹
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一
、
財
産
よ
り
生
す
る
牧
人
.
金
丸
拾
参
図
七
拾
四
銭
は

小
作
米
、
下
草
賓
却
代
、
魚
族
寅
却
代

金
利
子

二
、
繰
越
金
　
丸
拾
武
図
正
治
岬
銭
は

昭
和
四
年
度
の
残
金

三
、
町
税
　
金
六
百
参
拾
園
拾
五
銭
也

地
租
附
加
税
　
金
四
百
参
拾
七
回
武
捻
銭

特
別
地
税
　
金
四
拾
参
図
七
拾
八
銭

戸
数
割
　
　
i
金
登
百
四
拾
九
回
拾
九
銭

以
上
歳
入

歳
出
合
計
　
金
五
百
九
拾
参
園
的
拾
五
銭
也

土
木
基
金
預

以
上
歳
入

麓
出
合
計
　
金
四
百
八
拾
七
臥
四
拾
九
鍵
華

的
∴
∴
∴
讃

二
;
賓
顎
賓
　
金
丸
園
五
輪
八
銭
は

代
決
書
記
給
と
徴
税
令
妹
輿
他
帳
簿
印
剛
毅

二
、
公
食
堂
襲
　
金
電
首
輪
九
回
五
拾
七
銭
は
　
′

細
　
　
　
説

内

　

　

議

一
、
合
議
費
　
金
六
回
七
拾
入
関
は

代
決
書
記
給
と
徴
税
令
状
帳
簿
共
催
印
刷
費

二
、
土
木
費
　
金
武
百
七
拾
五
回
拾
九
銭
は

用
悪
水
路
修
繕
全
数
借
料
、
溜
地
修
繕
と
し
て
裏
道
の

使
丁
給
、
電
燈
料
の
外
消
耗
諸
雑
費
公
会
堂
修
繕
轟
等

三
、
土
木
裳
　
金
蓼
百
参
拾
六
回
七
拾
武
関
は

堤
防
修
繕
、
監
督
、
荊
失
、
及
諸
井
路
渡
、
威
銃
手
筈

と
英
の
襲
用
、
用
悪
水
の
修
繕
等
材
料
共
共
催
襲
水
池

井
路
敷
稿
料

四
、
諸
税
及
負
耀
　
金
拾
五
回
武
関
は
　
園
府
税
。

五
、
警
備
費
　
金
穴
図
六
拾
銭
は

水
利
水
防
組
合
負
据

修
理
に
要
す
る
久
夫
材
料
監
督
費

三
、
公
命
党
費
　
金
雪
盲
拾
園
田
拾
九
銭
は

使
丁
給
、
備
品
購
入
、
竃
澄
料
、
公
命
堂
借
地
料
、
其

他
諸
滞
耗
雛
壇

財
産
襲
　
金
管
百
九
拾
五
回
武
拾
銭
は

看
守
威
銃
一
ケ
年
分
手
首

五
、
諸
税
及
負
損
金
　
五
回
七
拾
九
銭
は

国
税
及
府
税

以
上
歳
出

差
引
歳
入
出
残
金
武
官
武
拾
武
関
九
拾
八
銭

(
次
年
度
へ
繰
越
)

河
原
匪

歳
入
合
計
　
金
六
百
登
園
九
拾
銭
也

以
上
残
出
し

残
入
出
差
引
残
金
璧
首
輪
開
園
叩
拾
電
鍵
一

(
次
年
度
へ
繰
越
)

国
選
河
原
踵

残
入
線
計
　
金
武
百
九
拾
七
回
蓼
拾
蓼
銭
地

内
∴
∴
∴
譲

二
財
産
よ
り
生
す
る
収
入
　
金
四
拾
七
回
五
拾
銭
は

木
津
川
砂
利
合
祀
よ
り
塊
防
使
用
料
と
下
草
の
嘗

二
、
繰
越
金
　
武
固
七
輪
参
銭
は

昭
和
六
年
度
の
合
計
を
関
す
る
五
月
三
十
一
日
も
験
す
潮
目
に

迫
り
ま
し
た
。
愈
々
叉
不
本
意
な
が
ら
も
滞
納
の
整
理
を
篤
さ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
既
に
御
完
納
の
方
々
に
は
申
上
げ
る

必
要
も
有
り
ま
せ
ぬ
が
、
未
だ
完
納
な
き
方
々
に
御
注
意
を
桑

ね
紙
上
に
/
て
再
催
告
申
上
げ
ま
す
。

納
税
の
本
意
は
説
く
迄
も
な
く
御
承
知
の
苺
に
て
機
禽
あ
る
度

毎
に
筆
舌
を
重
ね
て
お
り
ま
す
如
く
、
私
経
済
も
同
様
収
入
に

依
っ
て
経
費
の
経
理
が
出
来
得
る
の
で
御
座
あ
ま
し
て
、
御
綬

潜
も
皆
様
よ
り
納
め
ら
る
る
税
に
ょ
り
圃
滑
を
町
財
政
が
運
用

さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
之
が
滞
り
ま
す
な
れ
ば
本
町
根
本
的

機
関
が
吐
施
し
た
る
も
同
様
に
て
大
き
く
顕
家
的
に
透
硯
し
ま

す
れ
ば
亡
国
も
等
し
き
も
の
で
御
座
ゐ
ま
す
。
本
町
は
宰
ひ
に

し
て
町
民
諸
産
の
納
税
観
念
が
逐
年
良
化
し
て
ま
ゐ
り
ま
し
て

鞍
数
年
前
よ
り
警
乗
の
悪
習
と
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
、
納
税
延

期
慶
分
を
な
す
が
如
き
雷
を
く
年
度
方
々
に
完
納
の
成
績
を
示

し
て
お
り
ま
す
こ
と
は
誠
に
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
現
象
で
あ
り
ま
す

比
の
好
成
績
を
一
暦
よ
り
よ
く
す
る
苺
は
一
重
に
諸
馨
の
紳
力

に
依
る
に
外
な
い
の
で
御
座
ゐ
ま
し
て
此
の
意
味
よ
り
し
て
整

理
期
に
な
る
此
際
是
非
滞
納
金
を
早
く
御
納
め
下
さ
い
。

さ
す
れ
ば
讃
軽
の
手
数
も
省
け
御
互
に
憲
に
な
き
慶
霞
に
直
な

く
と
も
済
み
其
瞳
に
気
持
良
く
町
政
の
運
行
が
期
せ
ら
れ
る
の
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三
、
町
税
　
金
武
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七
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は

地
租
附
加
税
　
金
式
百
蓼
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園
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拾
五
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」
　
特
利
地
租
税
　
金
捻
六
回
八
拾
五
銭
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以
上
歳
入

歳
出
総
計
　
金
武
百
六
拾
参
囲
拾
銭
∵
　
l

内
　
　
諾
∵

一
、
合
議
贅
　
言
金
六
回
四
拾
囲
銭
は

徴
碗
令
書
諦
帳
簿
及
印
刷
代

二
、
土
木
費
　
金
武
百
五
拾
六
回
六
捻
六
銭
は

潜
伏
越
用
水
路
薪
虜
へ
安
城
ふ
敷
借
料
と
榔
失
樋
門
に

要
す
る
諸
費
用

以
上
歳
出

践
入
出
差
引
残
金
参
拾
四
囲
武
拾
参
銭
は
、

(
次
年
度
へ
繰
越
)

△
多
忙
だ
っ
た
統
轄
に
、
な

筆
洗
　
鮮
露
墾
罷

り
と
て
恩
ふ
様
に
等
が
選
ば

な
か
っ
た
の
か
…
自
問
自
答
多
忙
で
も
あ
り
筆
も
拙
た
い
の
だ

△
新
満
洲
憫
家
の
建
設
、
薪
魂
を
刻
み
込
め
る
国
旗
、
土
匪
馬

賊
に
漆
や
ま
さ
れ
た
果
て
は
特
有
の
便
衣
除
、
か
く
し
て
吾
等

同
胞
が
旧
本
魂
こ
そ
か
の
国
家
が
生
れ
た
賜
だ
△
而
て
官
麗
辞

今
の
薄
儀
執
政
並
に
治
下
の
新
園
民
の
悠
久
な
る
慶
縞
を
斬
る

△
三
男
士
、
千
古
無
饗
の
日
本
園
小
身
た
り
と
も
あ
な
ど
れ
ま

い
、
黄
色
人
よ
を
△
政
襲
来
、
老
木
堂
犬
養
閣
下
の
益
々
御
健

闘
を
離
す
。
然
少
政
綱
政
策
の
完
壁
を
期
せ
ら
れ
よ
△
母
校
の

よ
く
な
る
車
種
書
院
に
富
む
だ
も
の
は
な
い
、
基
礎
工
事
も
出

来
た
、
早
く
新
校
舎
の
竣
工
が
見
た
い
も
の
だ
、
営
局
の
努
、

慰
す
る
時
も
近
さ
日
だ
。

謝
‖
閏



高　俳是うや諒恕満期は移料

ー.」〇〇 月 �月 �膏 �十 月 �十 月 �十 月 �九 月 �人 月 �七 月 �:」⊥_1 ∴子ヽ: 月 �五 月 �:圏 点 登 畑、 �「/ 喜 �本 表 は 、切 取 り¥ 

霜霞 �田/ 租 �閏宅所 � �資螢轍 �"音 �姻 �資欝. �新宅 � �間 組 � �園 

得 ��地籍 ��本繋雑 郡牧 子轟地 �得 �難 聴 �毒薬 利牧 子釜 �得弛 ��� � � 

既榊 ��租租税 ��十∴　尊母租∴ �穣 �料、 �穣椀 �椀慨 ��� �税 �す い i穣塵!、 貼 付¥ 二げ で 下、 覧さ い 裳 ¥ ㌔ ¥出 

第筆 �第 �第撃墜 ��・第第態　で �築 �第 �第第 �第第 ��籍 
四_ 期期 �扇 �期扇顛 ��ー一一一音..〇一●●○○二一・後 期期期 �扇 �期 �一一一一●∴一・・・・一 期期 �._一_一 期期 ��四 期 

厨 �∴ ! �所 � �螢家牧 �新鶴特や 得 � �螢 �燐螢 �家 � �離特地 �《府 観 
/　.食　　言 ��待 ��葱 ���¥薬 �i∴完 

穣 附 ��擬 附 ��) 業轄 �三言∴二三 ��一枚 1∴爺 擬 �藩 �犀、 ��種鴨 地加 

加 ��加 ��加 ���附 �加 �硫 ノ碗 ��碗 ��∴親授稲子 �碗椀硯穣 ��加’ 穣 �穣穣 ���穣税穣 

¥篤く 四 ��蟹 ��下下第　_ �簿下手下 十-ェ　∠ ��第 �上土 ノま、‾¥ �一七 ��上土上 ∠ 

期ノ、 ��覇 ��隼隼{ 期期期 �_年輩学 期期期期 ��郷、 �隼年 期期 �年 期 ��年輩年 期期期 

牧峯各簿家騎 �雑特蟻 �ノ ∴ �螢 �螢 �家 �各谷各階 �離特地 �町 

欝蒜 �三二∴ ��繋 牧 径 碗 �薬 碗 附 �屋 碗 附 �醗 �繍 既稲穂 上上土 
加瀬加加加鞍 ���隅’ �加 �加 �轍勅蝦 
穣附穣税碗劉 籾 �椀種穣 ��加 藤 第 �穣 �穣 l �割附穣割 加 

穣 第下下下下載 �下下下 ���上 �上 �穣 歪む上第 

・-一定量書名臆　∠>∠ヽ・、輸一 �∠、∠>、∠ヽ ��一 � �ノ.ヽ �弼　　一 �タと1ヽ∠、 �観 �車 

期期期期期期 �瑚期期 ��期 �期 �期 �分期期期 �期期期 

二　十 � � � � �農 / 費 ‾下’ 年 期 �l’ � � � �、筒薪、 酪i 戴巽 布 令両 便 費用 、料 牽会 期期 �農 食 費 ノ土 筆 ∴期, �其 他、 



レ/了

擁　九　第(工2)闘一瓶宣脚昭　　　報　町　`選　曲

讃議蒸器塞撮売藁轟轟姦轟く壷蒜壷転読三

璧欝離籍犠醗撥欒鰭謙譲誤諾歳五四式八武　六

霊盤/、愛/‾憂’‾　費　料　慧鞘整
(経常部)

ヽ

禽

合一-　-

昭諜籍翁

整誤観葉入
十図回拾園　図
一六拾七四　八

八二　二二
二九三六九
三八二六八

ヽ　ヽ　ヽ　ヽ　ヽ

一六〇六六
一七〇ヒ七

五五　四一　　_ハハ　　　　　　一　九　　一一一　四二六
六六六六五五八二二七五阿ヒ〇二二四八七一一九　六三記五三四四一一三二六　山

喜誓〇〇三笠?三〇三型二三才暮雪i醤ブと(黒聖楽翌七円
二二一一〇〇三ヒ〇〇九〇〇〇〇〇〇四一〇五〇　八〇〇○○書-九九六〇六∴虎
0〇七七〇〇二八〇〇〇〇〇〇〇〇〇六-〇〇七　〇〇〇〇〇八八五五〇㌢古銭　十

残　歳
出　入

馨襲
高、高

全き究芙
ヽ　　、　　ヽ　　▼

8888

二媒襲鍵二ハ→/　　九七
一〇二囲四〇闘一一二六七∴∴胴　七府禽検禽一七七

〇五五五〇〇五二八の〇〇五七二　九ヨヨ査ヨ七〇〇
、 、 、 、 、 、 、一● 、 、 、 、 、 、 、 、サリ斬り、 、 、

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇　〇見　ヨ　〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○ ○譲り〇〇〇

鰯醸二禽
七期豊胸千賦百

誌諜麗
二期期金ス六シ園

地人員
租二割/
割付

日日

現現
存在

四

三豊謂欝競
ラ器　慶不レ募菱表委購メ
共ノ　大利ヌ集具シ買
有備病御釜撥ヲ薬マノ

新撰霊認琴
ス各艇下特下ス襲　調

卒瞳除サニサカ業　査郡

長二誘イ蟹読駕一幕
憲レ用購　申胆
下ルナ入
サトサ斡
イ運イ燐
、賃蛇適

薬繚写
/セノ込暗

ナ闘鶏勤

続葦
デ弊必込

◎
度
　
合
　
よ

二
一
、
九
六

二
、
荒
二
四
、
四
四

昭
和
五
年
鹿
田
遽
町
農
禽
経
費
歳
入
出
決
算

歳
入
決
算
商

議
算
醐

醸
雛
金

擬
態
-

二
〇
、
〇
〇

醐
講
釈

七
二
、
〇
〇

二
二
二
九
二

二
、
六
七
九
、
○
○

昭
和
七
年
鹿
田
蓮
町
擾
令
嬢
賞
歳
出
入
線
算

昭
和
七
年
度
合
壁
賦
課
徴
収
方
法

田
蓮
町
農
禽
長

歳
入
合
計
歳
出
醸
算

富
一
名
后
蓼
拾
郷
関
幸

二
謹
捌
霊
園
【
-
付
四
拾
叩
銭
也

二
諜
罷
現
金
霊
金
利
子

轟
醗

一
議
割
大
濠
算

吉
　
山
　
　
虎
　
三

二
、
三
七
七
、
〇
〇

二
二
二
〇
〇

一
五
六
、
〇
〇

一
五
、
〇
〇

一
五
、
○
○

ー譲績義
満藤

響

議
難
聴
販
千
畳
ノ
競
卜
璧
ノ
競
一
義
国
賓

二
藷
藤
擬
擬
響
簑
繚
驚

金
華
腎
七
拾
園
部

右
昭
和

茹
欝
禽
長
.
吉
¥
山
　
虎
三

靭
拾
圃
銭
趣

(
公
丑

也禽
農

園
也

固
体
細
証
所
有
地
ハ
除
ク
)
但
シ
地

金
露
発
端

四
月

十
月

四
月
三
十
日
限

十
月
三
十
日
限

昭
和

¥

ノ

¥

く

ノ

i

く

、

ノ

i

く

I

、

/

、

′

、

)

¥

/

、

ノ

、

1

(

、

.

′

七
年
度
田
邁
椰
襲
禽
喜
業
概
略

噴
霧

ス
カ

入
斡
旋
-
京
都

蒜
摘
一
茹
離
鬱
繁

認
諾
繋
績
欝

露
撥
譲
認
諾
饗
続

下
サ
イ

萬
年
増
殖
奨
励

韓
議
欝
霊
謹
話
襲
請
謹
霊

諦
麓
難
繋
鷲
驚
寵
誌


